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1
施
設
運
営
主
体

名
称

所
在
地

電
話
番
号

代
表
者
氏
名

利
用
施
設

施
設
の
種
類

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
鹿
児
島
市
社
会
事
業
協
会

鹿
児
島
市
山
下
町
1
5
番
1
号

0
9
9
-
2
2
6
-
5
2
2
2

理
事
長
 
椎
木
 
明
彦

保
育
所

薬
師
保
育
園

鹿
児
島
市
薬
師
2
丁
目
4
1
-
1
0

電
話
番
号
 
0
9
9
-
2
5
4
-
9
3
7
8

F
A
X
 

0
9
9
-
2
5
4
-
9
3
7

 
8

薬
師
保
育
園

連
絡
先

管
理
者

園
長
 
上
野
 
孝
代

対
象
児
童

児
童
福
祉
法
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保

育
を
必
要
と
す
る
小
学
校
就
学
前
児
童

利
用
定
員

7
0
人

満
3
歳
以
上
の
児
童

3
5
人

満
1
歳
以
上
満
3
歳
未
満
の
児
童

2
4
人

満
1
歳
未
満
の
児
童

1
1
人

区
分
定
員

※
但
し
、
こ
の
区
分
定
員
は
、
認
可
定
員
を
按
分
し
算
出
し
た
も
の
で
あ
り
、

実
際
は
弾
力
的
な
取
扱
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

開
設
年
月
日

昭
和
5
2
年
 
4
月
 
1
日

3
 
施
設
の
目
的
・
運
営
方
針

(
1
)

運
営
方
針
に
基
づ
き
、
保
育
を
必
要
と
す
る
児
童
を
日
々
受
け
入
れ
、
保
育
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

し
ま
す
。

保
育
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
入
園
す
る
乳
児
及
び
幼
児
(
以
下
「
園
児
」
と
い
う
。
)
の
最
善
の

利
益
を
考
慮
し
、
そ
の
福
祉
を
積
極
的
に
増
進
す
る
こ
と
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
生
活
の
場
を
提
供
す
る

よ
う
努
め
ま
す
。

(
2
)
 
保
育
に
関
す
る
専
門
性
を
有
す
る
職
員
が
、
家
庭
と
の
緊
密
な
連
携
の
下
に
、
園
児
の
状
況
や
発
達

過
程
を
踏
ま
え
、
養
護
及
び
教
育
を
一
体
的
に
行
い
ま
す
。

(
3
)
 
園
児
の
属
す
る
家
庭
や
地
域
の
様
々
な
社
会
資
源
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
園
児
の
保
護
者
に
対

す
る
支
援
及
び
地
域
の
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
支
援
等
を
行
う
よ
う
努
め
ま
す
。

4
 
提
供
す
る
保
育
の
内
容

・
保
育
所
保
育
指
針
に
基
づ
き
、
養
護
と
教
育
を
一
体
と
し
た
保
育
を
提
供
し
ま
す
。
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(
別
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リ
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フ
レ
ッ
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照
)








